
業種 管工事業、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、解体工事業、水道施設工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業

取組

内容

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、利用しやすい環境づくりのために、社内会議や研修にて育休等の制度

について周知を図っている。また、子どもの看護休暇を時間単位かつ有給で取得可能としているほか、法定では3歳未満の子を養

育する従業員が対象となる育児短時間勤務制度について、小学校就学前の子を養育する従業員まで範囲を拡大している。さら

に、子ども達が安心安全に暮らせる環境を目指し、水辺サポーターとして通学路に面している河川の清掃を継続して行っている。

・会社のサポート体制が整っているおかげで、妻の出産に立ち会うことが出来ました。これからも仕事と子育ての両方を一

生懸命頑張っていきたいです。（20代／男性）

・近々第1子誕生予定です。休暇を申し出しやすい環境が整備されているので、積極的に育児に参加したいです。（20

代／男性）

社員の声

従業員数 15人（男性11人／女性4人） 所在地 弘前市大字茂森新町一丁目８番地６

NO
IMAGE

認定番号　第 23 号

株式会社弘前水道

代表者 代表取締役　阿保秀樹

認定期間 令和4年9月1日 ～ 令和6年8月31日

再認定回数 3回

弘前市子育て応援企業


